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オンサイト環境整備支援に係る助成金交付要綱 
 

                 公益財団法人統計情報研究開発センター                  

                      
（目的） 
第１条 この要綱は、統計法（平成 19 年法律第 53 号）第 33 条第 1 項第 1 号 
 及び第2号並びに第33条の2第1項の規定に基づく調査票情報の提供に関し、 
 情報セキュリティを確保するためのオンサイトの環境整備経費を補助するこ 
 とにより、我が国におけるミクロデータのより一層の利活用の推進に寄与す 
 ることを目的とする。 
 
（オンサイト及びミクロデータの定義） 
第２条 この要綱でいうオンサイトとは、情報セキュリティが確保された環境 
で、許可を受けた研究者がミクロデータを用いて、独自の集計・分析を行う 
ことができる専用室をいう。 

２ ミクロデータとは、調査対象の秘密の保護を図った上で、世帯単位や事業 
所単位といった集計する前の個票形式のデータをいう。 

 
（助成対象者） 
第３条 この要綱における助成対象者は、学校教育法（昭和 22 年法律第 26 号） 
 に定める大学とする。 
 
（募集） 
第４条 募集は、公募により行う。 
 
（助成金の上限） 
第５条 助成金は、１オンサイト専用施設の設置につき、２００万円を上限と

する。 
 
（助成金の交付限度額） 
第６条 助成金の交付総額は、一会計年度につき１，０００万円以内とする。

ただし、当該年度に執行残額が生じた場合は、次年度以降に繰り入れること

ができるものとする。 
 
（選考方法） 
第７条 公益財団法人統計情報研究開発センター（以下「本法人」という。）に 
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 設置されたオンサイト環境整備支援に係る助成金交付選定委員会（以下「選 
 定委員会」という。）において、総合的に審査し、選考する。 
 
（選定委員会） 

第８条 選定委員会は、本法人理事長（以下「理事長」という。）が指名する、 

 外部有識者３名、本法人の代表理事から１名の計４名で構成する。 

２ 選定委員会は、理事長が招集する。 

３ 選定委員は、理事長から委嘱する。 

４ 選定委員会は、選定結果を理事長に報告する。 

 
（助成の周知） 
第９条 助成金の交付に係る周知は、本法人のホームページを通じて行う。 
 
（助成金の交付申請） 
第１０条 助成金の交付を受けようとする大学（以下「申請者」という。）は、 
 次の書類を理事長に申請しなければならない。 
（１）オンサイト助成金交付申請書（第１号様式） 
  ・助成事業に要する経費及び助成金交付申請額 
  ・助成事業実施計画・運用方針及び助成金交付申請額算出内訳 
  ・利用規約の概要 
（２）その他理事長が必要と認める書類 
 
（助成金の交付決定） 
第１１条 理事長は、前条に規定する申請があった場合は、その内容を審査す 
 るとともに、選定委員会による選定結果を勘案し、助成金の交付の可否及び 
 額を決定し、オンサイト助成金交付決定通知書（第２号様式）又はオンサイ 
 ト助成金不交付決定通知書（第３号様式）により、当該申請者に通知する。 
２ 申請の申し込み期間中に申請が多数あった場合は、オンサイトの全国的な 
展開を支援する観点から、未設置の地域を考慮するとともに、総合評価の高 
い順から交付限度額の範囲内で交付決定する。 

 
（助成事業の変更等） 
第１２条 交付対象大学（以下「交付大学」という。）は、第 10 条の申請の変 
 更又は中止をする場合は、理事長に変更の内容又は中止とする理由を記載し 
 たオンサイト助成事業変更等承認申請書（第４号様式）を提出し、承認を受 
 けなければならない。 
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２ 理事長は、交付大学より、前項の書面が提出された場合は、内容を審査の 
上、適当と認める場合には、交付大学に変更又は中止をオンサイト助成事業 
変更等承認決定通知書（第５号様式）により通知する。 
 

（助成事業遅延等の報告） 
第１３条 交付大学は、助成事業が予定の期間内に完了することができないと 
見込まれるときは、速やかに書面により理事長に報告しなければならない。 

 
（遂行状況報告） 
第１４条 交付大学は、理事長の求めがあったときは、助成事業の遂行状況に 
ついて、理事長が指定する日までに書面により報告しなければならない。 

 
（実績報告）  
第１５条 交付大学は、助成事業が完了したとき（助成事業の中止の承認を受 
けたときを含む。）は、速やかに領収書（写）等必要書類を添付の上、オンサ

イト助成事業完了報告書（第６号様式）を理事長に提出しなければならない。 
 

（助成金の額の確定） 
第１６条 理事長は、交付大学より、前条の規定によるオンサイト助成事業完 
 了報告書が提出されたときは、速やかに内容を審査し、助成金交付決定の内 
 容に適合すると認めたときは、交付すべき助成金の額を決定し、オンサイト 
 助成事業交付金確定通知書（第７号様式）により交付大学に通知するものと 
 する。 
 
（助成金の請求） 
第１７条 前条の規定により、交付大学は、指定期日までにオンサイト助成金 
請求書（第８号様式）により助成金の交付を理事長に請求しなければならな 
い。 

２ 理事長は、前項の請求を受けたときは、速やかに助成金を交付するものと 
する。 

 
（助成金決定の取消し） 
第１８条 理事長は、交付大学が次の各号のいずれかに該当した場合には、助 
成金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。 

（１）偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けたとき 
（２）助成金を他の目的に使用したとき 
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（３）助成金の交付決定の内容又はこれに付した条件その他法令に違反したと 
き  

２ 理事長は、前項により助成金の全部又は一部を取り消す場合は、オンサイ 
 ト助成事業決定取消（一部取消）通知書（第９号様式）により交付大学に通 
 知するものとする。 
 
（助成金の返還） 
第１９条 交付大学は、前条の規定により助成金の交付決定の全部又は一部を 
取り消された場合において、当該取消に係る部分について、直ちに助成金を 
返還しなければならない。 

 
（交付大学の責務） 
第２０条 交付大学は、当該助成金に係る事業の継続に努めなければならない。 
 
（関係書類の保存期間） 
第２１条 交付大学は、当該助成事業に係る関係書類を整備し、当該助成事業 
の終了した日の属する年度の翌年から５年間保管しなければならない。 

 
（補則） 
第２２条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行について必要な事項 
は、別に定める。 
 

 附則 
この要綱は、令和 2 年 8 月 1 日から適用する。 
この要綱は、令和 3 年 2 月 10 日から適用する。 
この要綱は、令和 4 年 7 月 1 日から適用する。 
 



第 1 号様式（第 10 条関係） 
 
                           令和 年 月 日 
 
 
公益財団法人 
統計情報研究開発センター 宛 
 
                 大学名 
                 住 所 
                 代表者              印  
 
 

オンサイト助成金交付申請書 
 
 下記のとおり、オンサイト助成金の交付を申請します。 
 

記 
 
１ 助成事業に要する経費及び助成金交付申請額 
 （１）オンサイト整備に係る総経費（見込み）  金        円 
 （２）助成金交付申請額            金        円 
 
２ 助成事業実施計画・運用方針及び助成金交付申請額算出内訳 
  別紙のとおり（様式任意）  
 
３ 利用規約の概要 
  別紙のとおり（様式任意） 
 

（注）経費は、直接経費のみとし、大学関係者の人件費や一般管理費は
計上できませんのでご注意ください。 

  



第２号様式（第 11 条関係） 
 
                           文 書 番 号 
                           令和 年 月 日 
 
 
大学名 
代表者                     様 
 
                   公益財団法人 
                   統計情報研究開発センター  印 
 
                                         

オンサイト助成金交付決定通知書 
 
 令和 年 月 日付けで申請があったオンサイト助成金の交付について、選
考の結果、下記のとおり決定したので通知します。 
 

記 
 
 交付決定額     金        円 
  



第３号様式（第 11 条関係） 
 
                           文 書 番 号 
                           令和 年 月 日 
 
 
大学名 
代表者                     様 
 
                   公益財団法人 
                   統計情報研究開発センター  印 
 
                                         

オンサイト助成金不交付決定通知書 
 
 令和 年 月 日付けで申請があったオンサイト助成金の交付について、選
考の結果、不交付となったので通知します。 
  



第４号様式（第 12 条関係） 
 
                           令和 年 月 日 
 
 
公益財団法人 
統計情報研究開発センター 宛 
 
                 大学名 
                 住 所 
                 代表者              印  
 
 

オンサイト助成事業変更等承認申請書 
 

 令和 年 月 日付け（文書番号）で当該助成金の交付決定の通知があった
助成事業の内容を変更（中止）したいので、下記のとおり申請します。 
 

記 
 
１ 変更（中止）の内容 
 
２ 変更（中止）の理由 
  



第５号様式（第 12 条関係） 
 
                           文 書 番 号 
                           令和 年 月 日 
 
 
大学名 
代表者                     様 
 
                   公益財団法人 
                   統計情報研究開発センター  印 
 
                                         

オンサイト助成事業変更等承認決定通知書 
 
 令和 年 月 日付で申請があった助成事業の内容の変更（中止）について、
下記のとおり承認します。 
 

記 
 
１ 承認内容 
 
２ 付帯条件 
  



第６号様式（第 15 条関係） 
 
                           令和 年 月 日 
 
 
公益財団法人 
統計情報研究開発センター 宛 
 
                 大学名 
                 住 所 
                 代表者              印  
 
 

オンサイト助成事業完了報告書 
 

 令和 年 月 日付け（文書番号）で交付決定通知のあった標記の事業が完
了しましたので、交付金要綱第 12 条の規定に基づき、下記のとおり報告します。 
 

記 
 
１ 助成事業内容及び要した経費 
  別紙のとおり 
 
２ 請求書、領収書等の写し 
  別添のとおり 
 
３ 助成事業の完了状況写真 
  別添のとおり 
  



第７号様式（第 16 条関係） 
 
                           文 書 番 号 
                           令和 年 月 日 
 
 
大学名 
代表者                     様 
 
                   公益財団法人 
                   統計情報研究開発センター  印 
 
                                         

オンサイト助成事業交付金確定通知書 
 
 令和 年 月 日付けで報告のあったオンサイト助成事業完了報告書を審査
の結果、交付金の額が下記のとおり確定したので通知します。 
 

記 
 
交付決定額（確定）    金       円 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



第８号様式（第 17 条関係） 
 
                           令和 年 月 日 
 
 
公益財団法人 
統計情報研究開発センター 宛 
 
                 大学名 
                 住 所 
                 代表者              印  
 
 

オンサイト助成金請求書 
 
 オンサイト助成金について、下記のとおり請求します。 
 

記 
  
 金         円 
 
 振込先 
  



第９号様式（第 18 条関係） 
                           文 書 番 号 
                           令和 年 月 日 
 
 
大学名 
代表者               
 

                   公益財団法人 
                    統計情報研究開発センター  印 
 
 

オンサイト助成事業決定取消（一部取消）通知書 
 

 令和 年 月 日付け（文書番号）で交付決定しました助成事業について、
下記のとおり決定を取消（一部取消）します。 
 

記 
 
取消理由 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


